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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月19日(2016.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーボモータ(14)の正逆回転駆動により作動する作動機構(16)によって、開位置と閉位
置との間で互いに近接・離間する開閉動作を行う一対のシール体(12,12)を有し、開位置
から閉位置へ閉動作する両シール体(12,12)でフィルムにシール圧を付与して横シールを
施す横シール手段(10)と、
　前記一対のシール体(12,12)が開位置から少なくとも閉位置に到達し得る回転量で前記
サーボモータ(14)を制御する閉指令パルス値が設定されると共に、該閉指令パルス値に基
づきサーボモータ(14)を制御する制御手段(17)と、
　前記サーボモータ(14)の実際の回転量に対応するパルスを出力するエンコーダ(28)とを
備え、
　前記制御手段(17)には、前記閉指令パルス値に基づきサーボモータ(14)を制御して両シ
ール体(12,12)を閉動作する包装サイクル毎に、該シール体(12,12)が閉位置に到達した際
に前記エンコーダ(28)から取得される閉パルス値を、入力操作で設定された判定値と対比
してシール不良を判定し得る判定手段(30)が設けられた製袋充填機におけるシール装置に
おいて、
　前記制御手段(17)に設けられ、所定パルス範囲毎に区分した集計区分毎に、前記包装サ
イクル毎に前記エンコーダ(28)から取得した閉パルス値の出現数を集計する生成手段(29)
と、
　該生成手段(29)で集計した集計区分毎の閉パルス値の出現数を、図表として表示する表
示手段(22)とを備えた
ことを特徴とする製袋充填機におけるシール装置。
【請求項２】
　前記判定値は、前記一対のシール体(12,12)の閉動作に際して異物の噛み込みの有無を
判定する値であることを特徴とする請求項１記載の製袋充填機におけるシール装置。
【請求項３】
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　前記エンコーダ(28)から取得した前記閉パルス値に基づいて、前記集計区分のパルス範
囲を設定する設定手段(20)を備え、
　前記生成手段(29)は、前記設定手段(20)で設定された集計区分毎に、前記エンコーダ(2
8)から取得した対応する閉パルス値の出現数を集計することを特徴とする請求項１または
２記載の製袋充填機におけるシール装置。
【請求項４】
　前記制御手段(17)には、前記包装サイクル毎に前記エンコーダ(28)から取得した閉パル
ス値が蓄積され、
　前記表示手段(22)は、前記制御手段(17)に蓄積された最新の包装サイクルから過去の所
定包装サイクル数分の閉パルス値を、前記図表と併せて一覧表示可能としたことを特徴と
する請求項１～３の何れか一項に記載の製袋充填機におけるシール装置。
【請求項５】
　前記閉パルス値は、帰還パルスであることを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記
載の製袋充填機におけるシール装置。
【請求項６】
　製袋充填機の運転を開始してから予め設定された包装サイクル数の間は、前記判定手段
(30)で前記判定値に基づくシール不良判定を行わないようにし、該予め設定された包装サ
イクル数の経過後からシール不良判定を行うように構成したことを特徴とする請求項１～
５の何れか一項に記載の製袋充填機におけるシール装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の製袋充填
機におけるシール装置は、
　サーボモータの正逆回転駆動により作動する作動機構によって、開位置と閉位置との間
で互いに近接・離間する開閉動作を行う一対のシール体を有し、開位置から閉位置へ閉動
作する両シール体でフィルムにシール圧を付与して横シールを施す横シール手段と、
　前記一対のシール体が開位置から少なくとも閉位置に到達し得る回転量で前記サーボモ
ータを制御する閉指令パルス値が設定されると共に、該閉指令パルス値に基づきサーボモ
ータを制御する制御手段と、
　前記サーボモータの実際の回転量に対応するパルスを出力するエンコーダとを備え、
　前記制御手段には、前記閉指令パルス値に基づきサーボモータを制御して両シール体を
閉動作する包装サイクル毎に、該シール体が閉位置に到達した際に前記エンコーダから取
得される閉パルス値を、入力操作で設定された判定値と対比してシール不良を判定し得る
判定手段が設けられた製袋充填機におけるシール装置において、
　前記制御手段に設けられ、所定パルス範囲毎に区分した集計区分毎に、前記包装サイク
ル毎に前記エンコーダから取得した閉パルス値の出現数を集計する生成手段と、
　該生成手段で集計した集計区分毎の閉パルス値の出現数を、図表として表示する表示手
段とを備えたことを特徴とする。
　請求項１に係る発明によれば、実際の包装サイクルで得られた閉パルス値の出現数を示
す図表を表示手段で参照することで、シール不良を判定する判定手段に設定する判定値を
どのような値にしたらよいかの目安を得ることができる。このように、判定値を設定する
際の目安となる情報を得ることができるので、判定値の設定に関して使用者の熟練度を要
さず、判定値の設定を何度もやり直す試行錯誤の手間を軽減することができ、判定値の設
定を簡単に行うことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項３に係る発明では、前記エンコーダから取得した前記閉パルス値に基づいて、前
記集計区分のパルス範囲を設定する設定手段を備え、
　前記生成手段は、前記設定手段で設定された集計区分毎に、前記エンコーダから取得し
た対応する閉パルス値の出現数を集計することを特徴とする。
　請求項３に係る発明によれば、例えば実際に良好に包装を行った際の閉パルス値に基づ
いて集計区分のパルス範囲を設定し、そのパルス範囲に閉パルス値を振り分けて閉パルス
値に関する情報を生成すれば、図表の意味合いを把握し易くすることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項４に係る発明では、前記制御手段には、前記包装サイクル毎に前記エンコーダか
ら取得した閉パルス値が蓄積され、
　前記表示手段は、前記制御手段に蓄積された最新の包装サイクルから過去の所定包装サ
イクル数分の閉パルス値を、前記図表と併せて一覧表示可能としたことを特徴とする。
　請求項４に係る発明によれば、最新の包装サイクルから過去所定包装サイクル数分の閉
パルス値を一覧表示し得るので、例えばシール不良が生じた包装サイクルの閉パルス値を
把握することなどができ、判定値の設定に資する情報を得ることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項６に係る発明では、製袋充填機の運転を開始してから予め設定された包装サイク
ル数の間は、前記判定手段で前記判定値に基づくシール不良判定を行わないようにし、該
予め設定された包装サイクル数の経過後からシール不良判定を行うように構成したことを
特徴とする。
　請求項６に係る発明によれば、製袋充填機の運転を開始してから所定包装サイクル数の
間は、判定手段において判定値に基づくシール不良の判定を行わないようにすることで、
頻繁なシール不良の検出を避けることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　前記サーボ制御部２６には、一対のシール体１２,１２が開位置から少なくとも閉位置
に到達し得る回転量でサーボモータ１４を位置制御する指令パルス値(特に区別する場合
は、閉指令パルス値)が予め設定されている。そして、サーボ制御部２６は、両シール体
１２,１２を開位置から互いに近接移動する閉動作を行う際に、前記指令パルス値でサー
ボモータ１４を位置制御する。実施例では、両シール体１２,１２のシール面同士がフィ
ルムを挟まないで直接当接した状態で予め作動機構１６などの剛性等を考慮して計算され
た圧力のシール圧を付加し得る閉指令パルス値をサーボモータ１４に与えるように設定さ
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れている。実施例の指令パルス値は、開位置から両シール体１２,１２がフィルムを挟ま
ないでシール面同士に圧力が発生しない状態でシール面同士が当接する当接位置まで移動
させるのに要する指令パルス値よりも所定指令パルス数分大きくなるように設定される。
このように、サーボモータ１４には、前記当接位置に対応した指令パルス値より大きい閉
指令パルス値がサーボ制御部２６から与えられるが、両シール体１２,１２は当接位置を
越えて移動することができないので、シール体１２,１２の間に挟んだフィルムに適正な
シール圧を加えることになる。なお、両シール体１２,１２を閉位置から開位置に向けて
離間移動する開動作を行う際には、両シール体１２,１２が近接移動を終えた閉位置に対
応してエンコーダ２８から取得される閉パルス値に応じた指令パルス値をサーボモータ１
４に与えて、該サーボモータ１４を両シール体１２,１２の近接移動時と逆回転駆動すれ
ばよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　前記包装制御部１８には、包装サイクル毎にエンコーダ２８から取得した閉パルス値を
該閉パルス値が属する区分毎に集計して、閉パルス値に関する情報(閉パルス値情報とい
う)を生成する生成手段２９が設けられている。すなわち、一対のシール体１２,１２が開
位置から閉位置に近接移動する１回の包装サイクル毎にエンコーダ２８から取得される閉
パルス値は、包装制御部１８に蓄積されると共に、その閉パルス値に応じて生成手段２９
で所定区分毎に振り分けて集計され、閉パルス値の所定区分毎の出現数を含む閉パルス値
情報が生成される。ここで、閉パルス値の振り分け区分は、設定手段２０としての操作手
段２４で設定される基準となる閉パルス値(以下、基準値という)を基準として、例えば１
０パルス数などの間隔で設定されており、基準値を設定変更することで、生成手段２９に
よる振り分け区分の基準が自動的に変更される。最初に基準値を設定する場合は、物品が
供給されていない状態または物品を供給した状態でフィルムを連続搬送すると共に横シー
ル手段１０によって横シールを施し、得られた包装品を確認することで、シワがない良好
な横シールを施すことができる設定状態になっていることを確かめ、例えば最後の包装サ
イクルで取得した閉パルス値を仮の基準値として設定すればよい。なお、図３に示すよう
に、実施例では、「５１２０」が基準値(横軸「閉位置」の値が「３３」)と設定され、「
５１２０」から横軸１目盛１０パルス毎の区分で閉パルス値が振り分けられ、生成手段２
９で区分毎に閉パルス値の出現数を集計して前記閉パルス値情報が生成される。そして、
データ収集開始ボタンをタッチ操作して閉パルス値の取得を有効にした状態で、製袋充填
機を運転することで、包装サイクル毎の閉パルス値が蓄積される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　試運転時などで適正な横シールが施された包装サイクルで取得された実際の閉パルス値
を基準値として設定し、その基準値を基準として閉パルス値を振り分けて閉パルス値情報
を生成すれば、グラフの意味合いを把握し易くすることができる。そして、実際の包装サ
イクルで得られる閉パルス値の分布を示すグラフをデータ確認画面３２で参照して、現実
に即した閉パルス値の傾向に合わせて基準値を設定変更することができ、データ確認画面
３２で得られる情報を現状に合わせてより把握し易くすることができる。また、データ確
認画面３２には、最新の包装サイクルから過去所定包装サイクル数分の閉パルス値を一覧
表示部３６に表示し得るので、例えばシール不良が生じた包装サイクルの閉パルス値を把
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握するなどができ、判定値の設定に資する情報をより多く得ることができる。特に、閉パ
ルス値として帰還パルスを用いることで、複雑な計算を行うことなく閉パルス値を得るこ
とができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　前記一対のシール体１２,１２の閉動作に際して、開位置から両シール体１２,１２がフ
ィルムを挟まないでシール面同士に圧力が発生しない状態でシール面同士が当接する当接
位置まで移動させるのに要する指令パルス値よりも所定駆動パルス分大きな指令パルスを
単位時間毎に分割指令してサーボモータ１４の位置を位置制御(フィードバック制御)する
ことで、当接位置付近における分割してなる指令パルスの単位時間あたりの変化(傾き)を
大きくすることができる。これにより、当接位置付近において応答遅れがないまたは少な
い帰還パルスをエンコーダ２８が得ることになり、当接位置付近における粉などの物品の
噛み込み有無を速やかに判定することが可能になる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
(変更例)
　本発明は実施例の構成に限定されるものではなく、例えば、以下のようにも変更実施可
能である。また、以下の変更例に限らず、実施例に記載した構成については、本発明の主
旨の範囲内において種々の実施形態を採用し得る。
(１)表示手段の画面構成は、実施例に限定されず、複数の画面を所定の配列で並べたり、
あるいは、画面の一部を重ねるようにして表示したり、複数の操作画面を切り替え表示す
るなど、あるいは、文字、数値、記号、などの入力補助キーを操作画面の内側や一部に重
ねてポップアップウィンドウとして表示するなど、適宜の画面表示方法で選択的に表示す
るようになっているものであればよい。
(２)実施例では、設定手段と表示手段とを有するタッチパネル方式の操作手段を例示した
が、設定手段と表示手段とを別々に備えていてもよい。
(３)横シール手段は、シール体の開閉方向の移動とシール体のフィルム移送方向の移動と
を別々のモータで行うボックスモーションタイプであってもよい。
(４)サーボモータを正逆回転させることで一対のシール体を開閉する制御によってシール
圧を与えて横シールを施す横シール手段であれば、三方シールや四方シールをして包装品
を得る横形製袋充填機や縦形製袋充填機やその他の製袋充填機に適用可能である。
(５)一対のシール体が互いに近接する方向に最も移動した閉位置に対応してエンコーダか
らの帰還パルスからなる閉パルス値を得て表示手段の図表を作成したが、駆動パルスと帰
還パルスとの偏差から閉位置に関する情報を得て表示手段の図表を作成してもよい。
(６)サーボモータに付設されたエンコーダとは別に、発信手段としてのエンコーダを配設
し、帰還パルスを包装制御部に送るようにしてもよい。
(７)判定手段は、異物の噛み込みに対応した判定値だけでなく、この判定値に代えてまた
は判定値に加えて、フィルムにシワが発生していることを判定する別の判定値を設定し得
るよう構成してもよい。この場合においても表示手段に表示した図表を参照して、判定値
を設定することができる。
(８)表示手段の一覧表示部には、１０包装分の閉パルス値を表示する場合を例示したが、
その表示数に限定されるものではない。
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(９)閉パルス値の分布を示す図表は、製袋充填機の運転中に表示手段に表示されて、リア
ルタイムに更新される構成であっても、表示手段の表示切り替え操作を行うことで表示さ
れる構成であっても何れでもよい。
(１０)閉パルス値の分布を示す図表は、棒グラフに限られず、折れ線グラフやその他の閉
パルス値の分布が判るものであればよい。
(１１)一対のシール体の閉動作に際して、両シール体のシール面がフィルムに圧力をかけ
ることなく接触する位置までサーボモータを位置制御した後、閉じ位置に向けてサーボモ
ータをトルク制御したり、圧力センサなどが適正なシール圧になったことを検知するまで
サーボモータを駆動したりする、閉動作の途中までサーボモータを位置制御した後にモー
タの制御方式を切り換えるシール装置にも適用可能である。
(１２)制御手段におけるサーボ制御部が包装制御部が行う一部の制御処理を行うようにす
るなど、本実施形態とは異なる制御分担方式を採用してもよく、サーボ制御部と包装制御
部とを統合してもよい。
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